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放課後等デイサービスの校内車両の乗り入れ等について 

 

大阪府立泉北高等支援学校長 

 

生徒の安全確保を図るため、放課後等デイサービスの自動車の校内乗り入れ等に

つきましては、次のとおりとさせていただいております。ご協力をお願いします。 

 

 

１ 通学バスの到着及び出発時の安全確保について 

   本校の通学バスの到着時刻及び出発時刻は、以下のとおりです。 

通学バスの運行を優先いたします。 

              到着時刻   ８：４５～９：０５    

出発時刻  １５：１５（通常の下校時）  

  ＊行事等で通常と異なる出発時刻がありますので行事予定表をご確認ください。 

発車時刻の 1分前より通学バスの運行を優先します。 

 

２ 乗り入れ許可証の発行について 

   各事業所からの「自動車校内乗り入れ許可申請書」に基づき 

本校より「自動車校内乗り入れ許可証」を発行します。 

  本校への乗り入れの際には、必ず事業所名がよく見えるよう 

「自動車校内乗り入れ許可証」をフロントガラスに掲示してください。 

 

３ 送迎の流れについて 

  ・乗り入れの際は、「自動車構内乗り入れ許可証」とは別に 

事業所名を明記したものをフロントガラスに掲示してください。 

・校門前にて当日の乗車生徒の人数を本校職員にお伝えください。 

人数を確認のうえ、駐車場所へ誘導します。 

  ・生徒の乗車が完了したら、ハザードランプを点滅させて、職員にお知らせくだ

さい。必ず、本校職員の許可を得てから発車してください。 

   安全のため、徐行運転をお願いいたします。 

 

４ 送迎予定者一覧表の提出について 

   必要ありません。 

 

５ 事業所との連絡会について 

  必要に応じて、生徒が利用する放課後等デイサービス事業所との連絡会を実施

する予定です。 

 

                                問い合わせ先 

                                部主事 篠原 祐 

                                電話  072－298-2111 

資料１ 


